
 

 

岐阜県立国際たくみアカデミー活性化検討会設置要綱 

（趣旨） 

第１条 岐阜県立国際たくみアカデミーの活性化を図り、特色ある訓練を実施するための

取組みについて意見交換を行うため、岐阜県立国際たくみアカデミー活性化検討会（以

下「検討会」という。）を設置する。 

 

（組織） 

第２条 検討会は、委員１５名以内とし、別表に掲げる者をもって組織する。 

２ 委員は、国際たくみアカデミーの活性化を図るという観点から、国際たくみアカデミ

ー校長が選任する。 

３ 検討会に会長を置き、委員のうちから互選する。 

４ 会長は、検討会を代表し、検討会を総理する。 

５ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が

その職務を代行する。 

 

（任期） 

第３条 委員の任期は、２年以内とする。 

 

（会議） 

第４条 会議は、事務局が招集する。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の出席を認め、その意見を聞くことが

できる。 

 

（守秘義務） 

第５条 委員は検討会で知り得た情報は、他に漏らしてはならない。委員を退いた後も同 

様とする。 

 

（事務局） 

第６条 検討会の事務局は、国際たくみアカデミーに置く。 

 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関して必要な事項は会長が定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和３年７月２８日から施行する。 

この要綱は、令和４年８月１８日から施行する。 

この要綱は、令和５年１０月２３日から施行する。 

この要綱は、令和６年１０月１５日から施行する。 

この要綱は、令和７年９月９日から施行する。 

この要綱は、令和８年１月２３日から施行する。 



 

 

 

別表（第２条関係）  
委 員 分 野 

１ （一社）岐阜県工業会代表者 

訓練科関連団体（生産技術科） ２ 岐阜県金型工業組合代表者 

３ 岐阜県製造業企業代表者 

４ （一社）岐阜県建築工業会代表者 

訓練関係団体（建築科・住宅建築科） 
５ （公社）岐阜県建築士会代表者 

６ 岐阜県建築組合連合会代表者 

７ （一社）東海木造住宅協会代表者 

８ 岐阜県管設備工業協同組合代表者 訓練関係団体（設備システム科） 

９ （一社）岐阜県自動車整備振興会代表者 訓練関係団体（自動車エンジニア科） 

10 岐阜県立岐阜工業高等学校代表者  工業高等学校 

11 美濃加茂市代表者 関連市町村 

12 美濃加茂商工会議所代表者 関連商工会議所 

13 岐阜職業能力開発促進センター代表者 
職業能力開発行政 

14 岐阜労働局職業安定部訓練課代表者 

 

 

 

 

 


